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四日市市条例第４０号 

   四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例 

 四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成５年四日市市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、市の設置する農業

集落排水施設（以下「施設」という。

）の設置、管理及び使用について必要

な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づき、農業集落排水処理施

設（以下「施設」という。）の設置及

び管理について必要な事項を定めるも

のとする。 

  

（供用開始の告示） （供用開始の告示） 

第５条 上下水道事業管理者（以下「管

理者」という。）は、施設の使用を開

始しようとするときは、あらかじめ供

用を開始すべき年月日、施設の名称、

処理区域、処理施設の位置その他供用

開始に必要な事項を告示するものとす

る。告示した事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

第５条 市長は、施設の使用を開始しよ

うとするときは、あらかじめ供用を開

始すべき年月日、施設の名称、処理区

域、処理施設の位置その他供用開始に

必要な事項を告示するものとする。告

示した事項を変更しようとするとき

も、同様とする。 

  

（排水設備の設置義務） （受益者の義務） 

第６条 処理区域内に汚水を排出する建 第６条 処理区域内に汚水を排出する建



築物を所有する者は、前条の告示があ

った場合には、告示された供用開始の

日から１年以内に排水設備を設置しな

ければならない。ただし、特別の事由

により管理者の許可を受けた場合は、

この限りでない。 

築物を所有する者は、前条の告示があ

った場合には、告示された供用開始の

日から１年以内に排水設備を設置しな

ければならない。ただし、特別の事由

により市長の許可を受けた場合は、こ

の限りでない。 

  

（水洗便所への改造義務） （水洗便所への改造義務） 

第７条 処理区域内において、くみ取り

便所等が設けられている建築物を所有

する者は、第５条の告示があった場合

には、告示された供用開始の日から３

年以内にその便所を水洗便所（汚水管

が施設に連結されたものに限る。）に

改造しなければならない。ただし、管

理者が特別の事由があると認めた場合

は、この限りでない。 

第７条 処理区域内において、くみ取り

便所等が設けられている建築物を所有

する者は、第５条の告示があった場合

には、告示された供用開始の日から３

年以内にその便所を水洗便所（汚水管

が施設に連結されたものに限る。）に

改造しなければならない。ただし、市

長が特別の事由があると認めた場合

は、この限りでない。 

  

（排水設備の計画の確認） （排水設備の計画の確認） 

第１０条 排水設備の新設等を行おうと

する者は、あらかじめその計画が下水

道法（昭和３３年法律第７９号）第１

０条第３項に規定する基準に適合する

ものであることについて、規則で定め

るところにより申請書に必要な書類を

添付して提出し、管理者の確認を受け

なければならない。確認を受けた事項

を変更しようとするときも、同様とす

る。 

第１０条 排水設備の新設等を行おうと

する者は、あらかじめその計画が下水

道法（昭和３３年法律第７９号）第１

０条第３項に規定する基準に適合する

ものであることについて、規則で定め

るところにより申請書に必要な書類を

添付して提出し、市長の確認を受けな

ければならない。確認を受けた事項を

変更しようとするときも、同様とす

る。 

  

（排水設備の工事の施工） （排水設備の工事の施工） 

第１１条 排水設備の新設等の工事の施 第１１条 排水設備の新設等の工事の施



工は、管理者が指定した業者（四日市

市公共下水道条例（昭和３４年四日市

市条例第８号）第７条に規定する業者

をいう。）が行うものとする。ただ

し、市において工事を実施する場合又

は農業集落排水の管理に支障を及ぼす

おそれがないと管理者が認めた場合

は、この限りでない。 

工は、市長が指定した業者（四日市市

公共下水道条例（昭和３４年四日市市

条例第８号）第７条に規定する業者を

いう。）が行うものとする。 

  

（排水設備の工事の検査） （排水設備の工事の検査） 

第１２条 排水設備の新設等を行った者

は、その工事の完了後５日以内に管理

者に届け出し、その検査を受けなけれ

ばならない。 

第１２条 排水設備の新設等を行った者

は、その工事の完了後５日以内に市長

に届け出し、その検査を受けなければ

ならない。 

  

 （改善命令）  

第１３条 管理者は、農業集落排水の管

理上必要があると認めたときは、排水

設備の設置者又は使用者に対し、期限

を定めて、排水設備の構造又は使用の

方法の変更を命ずることができる。 

 

  

（使用開始等の届出） （使用開始等の届出） 

第１４条 使用者が施設の使用につい

て、開始、休止、人数の変更若しくは

廃止又は現に休止しているその使用を

再開したときは、当該使用者は規則で

定めるところにより、遅滞なくその旨

を管理者に届け出なければならない。 

第１３条 使用者が施設の使用を開始、

休止若しくは廃止又は現に休止してい

るその使用を再開したときは、当該使

用者は規則で定めるところにより、遅

滞なくその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 



第１５条 管理者は、施設の使用につい

て、使用料を徴収する。 

第１４条 市は、施設の使用について、

使用料を徴収する。 

２ 前項に規定する使用料は、納入通知

書、集金又は口座振替の方法により毎

月又は隔月徴収する。ただし、管理者

が必要と認めたときは、臨時に徴収

し、又は前納させることができる。 

２ 前項に規定する使用料は、納入通知

書、集金又は口座振替の方法により毎

月又は隔月徴収する。ただし、市長が

必要と認めたときは、臨時に徴収し、

又は前納させることができる。 

  

第１６条 （略） 第１５条 （略） 

  

第１７条 （略） 第１６条 （略） 

  

 （使用料の督促）  

第１８条 使用料を納期限までに完納し

ない者があるときは、管理者は督促状

を発する。 

 

  

（資料の提出） （資料の提出） 

第１９条 管理者は、使用料を算出する

ために必要な限度において、使用者か

ら必要な資料の提出を求めることがで

きる。 

第１７条 市長は、使用料を算出するた

めに必要な限度において、使用者から

必要な資料の提出を求めることができ

る。 

  

（使用料の納期限の延長及び減免） （使用料の減免） 

第２０条 管理者は、公益上その他特別

の事由があると認めたときは、使用料

の納期限の延長、減額又は免除するこ

とができる。 

第１８条 市長は、公益上その他特別の

事由があると認めたときは、使用料を

減額又は免除することができる。 

  

（管理の委託） （管理の委託） 

第２１条 管理者は、施設の目的を効果

的に達成するため、施設を使用するも

第１９条 市長は、施設の目的を効果的

に達成するため、施設を使用するもの



ので構成する団体にその管理を委託す

ることができる。 

で構成する団体にその管理を委託する

ことができる。 

  

（委任） （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。 

第２０条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

  

（罰則） （罰則） 

第２３条 次の各号に掲げる者は、５万

円以下の過料に処する。 

第２１条 次の各号に掲げる者は、５万

円以下の過料に処する。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 第１９条の規定による資料の提出

を求められ、これを拒否又は怠った

者 

(5) 第１７条の規定による資料の提出

を求められ、これを拒否又は怠った

者 

  

第２４条 （略） 第２２条 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（上下水道局管理部生活排水課） 

 


